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嘉手納町障害者福祉計画策定業務企画提案（プロポーザル）実施要領 

 

 

１．委託業務名 

嘉手納町障害者福祉計画策定業務 

 

 

２．委託業務の目的 

障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第１１条第３項に基づく「第４次嘉手納町

障害者計画」、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第８８条に基づく「第８期嘉手納町障害福祉計画」及び児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の２０に基づく「第４期嘉手納町障害児福祉計

画」を一体化した「嘉手納町障害者福祉計画」を策定するにあたり、社会的背景及び地

域特性を考慮した現状の把握と、障害のある方のニーズや課題の整理・分析を行う必要

があることから、豊富な経験と高い専門知識を有する質の高い事業者を選定し、計画策

定に係る資料収集・作成・調査などの計画策定全般に関する業務を委託することを目的

とする。 

 

 

３．委託業務内容 

別紙「嘉手納町障害者福祉計画策定業務仕様書」のとおり 

 

 

４．委託業務期間 

  契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

 

５．委託業務上限額 

  ６，２２６，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む）以内とする。 

  ※この金額は、契約額の上限を示すもので、この金額で契約締結をすることを約束す

るものではない。 

 

 

６．参加資格 

 （１）基本的要件 

①原則として、沖縄県内に事業所本店又は支店（営業所）を有し、かつ、当該事業 

     所に当該事業所の正規社員が常駐していること。 

   ②過去に、自治体における障害福祉関係の計画策定業務の実績を有すること。 

   ③業務担当者の専門知識及び業務執行能力が優れていること。 

   ④障害福祉関係制度や障害福祉関係法令等の改正等の動向を十分理解し、本業務の   

    実施にあたって嘉手納町と密接に連携できること。 

   ⑤当該業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤と執行体制を有していること。 

    また、嘉手納町との業務調整を円滑に進める体制が整っていること。 
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（２）次のいずれかに該当する者は、参加資格を有しない。 

   ①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する  

    者 

   ②本町及び他の自治体において指名停止の措置を受けている者 

   ③会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開

始の申立てがなされている者 

   ④国税、県税及び所在市町村税を滞納している者 

   ⑤嘉手納町暴力団排除条例（平成２３年嘉手納町条例第９号）第２条第２項に規定

する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者 

⑥営業に関し、許可や認可等を必要とする場合において、これらを受けていない者 

⑦提出書類に虚偽の記載をした者 

⑧経営状態が著しく不健全であると認められる者 

※参加申込書提出時点において参加資格を有する場合であっても、契約締結までの

間に参加資格を喪失することになった場合は、契約を締結しない。 

 

 

７．プロポーザル参加申込 

 以下の書類を事務局へ提出すること。 

提出書類一覧 

①参加申込書 様式第１号 

②登記事項証明書 

法人は履歴事項全部証明書（原本、発行から３ヶ月以内のも

の） 

個人事業主の場合は開業届の写し 

③会社概要 任意様式：Ａ４版１枚 

④業務経歴書 様式第２号 

⑤国税・地方税の 

納税証明書 

国税・県税及び本社所在市町村の納税証明書（原本、発行か

ら３ヶ月以内のもの。滞納がないことを証明できるもの。） 

⑥誓約書 様式第３号 

提出期限・提出先 

提出期限 

令和８年４月２３日（木）午後３時 

※持参又は郵送により提出すること。なお、郵送の場合は提

出期限内に必着とすること。 

提出先 「１９．事務局」へ提出する 

 

 

８．質問の受付及び回答方法 

 （１）質問方法 

     令和８年５月１日（金）午後３時までに質問書（様式第４号）を「１９．事務

局」へ電子メールにて提出すること。なお、電子メールの件名は「嘉手納町障害

者福祉計画策定業務委託に関する質問」とする。 

    ※送信後は、必ず電話にて到達確認を行うこと 
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 （２）回答方法 

令和８年５月８日（金）までに、参加資格を有すると認められた全ての事業者へ 

電子メールにて回答する。 

 

 

９．企画提案書等の提出 

  本プロポーザルに参加する場合は、「７．プロポーザル参加申込」の書類のほか、以下

の書類を事務局へ提出すること。 

 

（１）提出部数 

正本・・・１部（代表者印を押印したもの） 

副本・・・６部（正本の写し） 

 

 

（２）提出方法 

下記提出書類①～⑦を順にＡ４判フラットファイルに綴じ、それぞれにインデッ

クスを付し、表紙及び背表紙に「業務名」及び「事業者名」を記載して提出する

こと。 

提出書類一覧 

①企画提案書提出届 様式第５号 

②業務の実施体制 様式第６号 

③配置予定技術者 

（管理責任者） 
様式第７－１号 

④配置予定技術者 

（主務担当者・担当者） 
様式第７－２号 

⑤企画提案書 

任意様式：Ａ４版両面印刷１５ページ以内（表紙、

目次、別添資料は除く） 

※内容は、「１０．企画提案書への記載事項」に基づ

き作成すること。 

※提出は１業者１提案とする。 

⑥見積書 

任意様式 

※総額の提示及び内訳を添付すること。 

※「５．委託業務上限額」を超えないこと。 

⑦参考資料 必要に応じて添付可能 

提出期限・提出先 

提出期限 

令和８年５月２０日（水）午後３時 

※持参又は郵送により提出すること。なお、郵送の場

合は提出期限内に必着とすること。 

提出先 「１９．事務局」へ提出する 
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10．企画提案書への記載事項 

今回の企画提案は「嘉手納町障害者福祉計画」の策定に向けたコンサルティング業務

における手法・取組方法等について提案を求めるものである。概ね以下の内容を示すこ

と。 

（１）業務の実施方針 

（２）業務の手法 

（３）業務実施手順（スケジュール） 

（４）個人情報の取り扱いについて 

（５）委員会等運営支援について 

 

 

11．選定方法 

 プロポーザル方式（企画提案書等及びプレゼンテーションによる選考） 

 

（１）選定の手順 

本業務の提案者の選定は、「第１次審査（書面審査）」及び「第２次審査（プレゼ

ンテーション審査）」の２段階により行う。ただし、提案者が３者以下の場合は、

第１次審査を省略し、全者を第２次審査の対象とする。 

 

（２）第 1次審査（書面審査） 

提案者が４者以上の場合に実施する。「１５．審査内容及び結果の通知（１）～

（４）」のうち、【★】印を付した項目を対象に嘉手納町障害者福祉計画策定業務

委託業者選定委員会（以下「業者選定委員会」という。）において審査を行い、評

価点の高い順に上位３者を選定する。なお、第 1次審査の得点は、最終選定の得

点に合算するものとする。 

 

（３）第２次審査（プレゼンテーション審査） 

第１次審査を通過した者（又は第１次審査を省略された者）を対象に実施する。

「１５．審査内容及び結果の通知（１）～（４）」の全項目について審査を行う。 

 

（４）優先交渉権者の特定 

業者選定委員会による審査の結果、評価点が最も高かった提案者を優先交渉権者

として選定する。提案者が１者のみの場合は、プレゼンテーションの点数が６０

点以上の場合に、当該提案者を優先交渉権者とする。 

 

（５）審査は次の着眼点により、総合的に評価して行うものとする。 

①業務経歴 

②業務実施体制 

③企画提案書等の内容 

④費用（見積書） 

⑤プレゼンテーション（質疑応答を含む）の内容 
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12．企画提案書等の取扱について 

（１）本プロポーザルに関して提出した企画提案書、見積書及びその他全ての提出書類  

  （以下「企画提案書等」という。）の、提出期限後の変更、差し替え及び再提出は認 

   めない。 

（２）提出された企画提案書等は一切返却しない。 

（３）企画提案書等の作成・提出、第２次審査の出席等の本プロポーザルに係る一切の経  

   費は、提案者の負担とする。 

（４）参加資格を有しない者が提出した企画提案書等は、無効とする。 

（５）企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、無効とする。 

（６）提案募集に係る情報公開請求があった場合は、嘉手納町情報公開条例に基づき、提  

   出書類を公開する場合があるものとする。 

（７）応募した企画提案書の著作権は、その応募者に帰属する。 

（８）採用した企画提案書の使用権は、嘉手納町に帰属する。 

 

 

13．業者選定委員会について 

  本業務の委託業者を適正に選定するため、「嘉手納町障害者福祉計画策定業務委託業

者選定委員会」を設置し、提出書類及びプレゼンテーションによる採点審査を行う。 

 

 

14．第２次審査（プレゼンテーション審査）について 

（１）第２次審査を実施する際の日時、場所等の詳細については、令和８年５月２７日

（水）までに通知する。 

（２）第２次審査の順番については、企画提案書受付の順番とする。 

（３）第２次審査は様式第７－１号又は様式第７－２号に記載された配置予定者のう

ち、主たる担当者となる予定者が行う。 

（４）第２次審査の持ち時間は、２０分とする。その後１０分以内で質疑応答を行う。 

（５）第２次審査の会場には、モニター・接続ケーブル（ＨＤＭＩ）を用意するが、そ

の他必要な物がある場合は持参すること。ただし、パソコン等の持ち込み機材と

の接続不良等について、本町は責任を負わないものとする。 

（６）第２次審査は企画提案書等の掲載内容のみで行うものとし、追加資料の配布は認

めない。 

 

 

15．審査内容及び結果の通知 

  第２次審査終了後、次の（１）～（４）の項目により業者選定委員会が採点・審査

を行い、後日速やかに審査結果を通知する。 

なお、審査結果に対する異議申し立ては受理しないこととする。 

（１）業務経歴・・・・・・・・・配点１５／１００【★】 

（２）業務実施体制・・・・・・・配点２０／１００【★】 

（３）企画提案の内容・・・・・・配点５５／１００ 

（４）ヒアリング・・・・・・・・配点１０／１００ 

※第 1次審査は、【★】印を付した項目（計３５点）を審査対象とする 
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16．選考スケジュール 

内容 日程 

①実施要領等の配布 令和８年４月１４日（火） 

②参加申込書等の提出期限 令和８年４月２３日（木）午後３時 

③参加資格確認結果の通知 令和８年４月２７日（月） 

④質問受付期限 令和８年５月 １日（金）午後３時 

⑤質問回答期限 令和８年５月 ８日（金） 

⑥企画提案書提出期限 令和８年５月２０日（水）午後３時 

⑦第 1次審査結果通知 令和８年５月２７日（水） 

⑧第２次審査 

（プレゼンテーション） 
令和８年６月 ２日（火）予定 

⑨結果通知 令和８年６月 ４日（木）予定 

⑩契約の締結 令和８年６月上旬予定 

   ※第１次審査は、提案者が４者以上となった場合にのみ実施する。３者以下の 

場合は、第１次審査を省略し、全者を第２次審査の対象とする。第 1次審査 

の結果及び第２次審査の時間等の詳細は、令和８年５月２７日（水）までに 

電子メールにて通知する。 

※特段の事情により、選考スケジュールは変更になる場合がある。 

    

 

17．委託業者決定後の業務執行について 

（１）業務完了検査において、実際に要しなかった経費及び本業務の経費と認められな

い経費があるときは、相応の委託料を減額する。 

（２）本要領、契約書及び仕様書に記載されていない事項が発生した場合、あるいは、

記載事項に疑義が生じた場合は、嘉手納町と協議すること。 

 

 

18．その他留意事項 

（１）業務の実施にあたっては、嘉手納町と随時、協議しながら進めていくものとし、

企画提案書の内容の全ての実施を保証するものではない。 

（２）提出された企画提案書、審査内容及び審査経過については公表しない。ただし、

選定された候補者名は公表の対象とする。 

（３）審査過程において、記載事項の虚偽報告や何らかの不正行為があると判断された

場合には、選定後でも失格とすることができる。 

（４）その他詳細は、仕様書のとおりとする。 
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19．事務局 

〒９０４－０２９３  

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納５８８番地 

  嘉手納町役場 福祉課 障害福祉係 担当：幸地・金城 

   TEL：０９８－９５６－１１１１（内線１２４・内線１２６） 

 FAX：０９８－９５６－８０９４ 

   電子メールアドレス：shogaifukushi@town.kadena.okinawa.jp 


